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(57)【要約】
【課題】本発明は、極めて商品価値の高い画期的な袋体
支持装置を提供することを目的とする。
【解決手段】袋体１の開口部１ａを開口状態に保持する
袋体開口保持部２と、この袋体開口保持部２を所定高さ
位置に支承する支承部３とを有する袋体支持装置であっ
て、前記支承部３は、前記袋体開口保持部２で保持する
前記袋体１の周囲に立設状態となる複数の立設支承体４
で前記袋体開口保持部２を支承する構成のものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袋体の開口部を開口状態に保持する袋体開口保持部と、この袋体開口保持部を所定高さ
位置に支承する支承部とを有する袋体支持装置であって、前記支承部は、前記袋体開口保
持部で保持する前記袋体の周囲に立設状態となる複数の立設支承体で前記袋体開口保持部
を支承する構成であり、前記立設支承体のうち少なくとも一つを前記袋体開口保持部に上
方へ回動自在に設けるか若しくは少なくとも一つの前記立設支承体の一部分を上方へ屈曲
自在に設け、前記立設支承体を上方へ回動若しくは上方へ屈曲せしめた際、内部に詰入材
を詰入した前記袋体の通過を許容する袋体通過許容部を形成するように前記支承部を構成
したことを特徴とする袋体支持装置。
【請求項２】
　前記袋体開口保持部で保持する前記袋体の内部に前記詰入材を詰入した後、前記袋体開
口保持部を側方へ移動せしめた際、この側方への移動に伴い前記立設支承体が内部に前記
詰入材を詰入した前記袋体を乗り越えて上方へ回動若しくは上方へ屈曲することで、内部
に前記詰入材を詰入した前記袋体の通過を許容する袋体通過許容部を形成するように前記
支承部を構成したことを特徴とする請求項１記載の袋体支持装置。
【請求項３】
　前記袋体の開口周縁部を添設せしめて開口部を開口状態に保持する環状の前記袋体開口
保持部に、複数の前記立設支承体を前記袋体開口保持部の周方向に並列状態で設けて前記
支承部を構成したことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の袋体支持装置。
【請求項４】
　前記袋体開口保持部に複数の前記立設支承体を等間隔に間隙を介して並列状態で設けて
前記支承部を構成し、前記立設支承体同士の間隙は前記袋体開口保持部で保持され内部に
詰入材を詰入した前記袋体の通過を許容しない間隙であることを特徴とする請求項１～３
のいずれか１項に記載の袋体支持装置。
【請求項５】
　全ての前記立設支承体を前記袋体開口保持部に上方へ回動自在に設けるか若しくは全て
の前記立設支承体の一部分を上方へ屈曲自在に設けたことを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項に記載の袋体支持装置。
【請求項６】
　全ての前記立設支承体を内方へ折り畳み自在に設け、各立設支承体を内方へ折り畳んだ
際、少なくとも対向する立設支承体同士が干渉し合わない位置関係となるように各立設支
承体を前記袋体開口保持部に設けたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載
の袋体支持装置。
【請求項７】
　前記立設支承体の上方への回動を阻止する回動阻止機構若しくは前記立設支承体の上方
への屈曲を阻止する屈曲阻止機構を有することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項
に記載の袋体支持装置。
【請求項８】
　一の前記立設支承体を上方へ回動若しくは上方へ屈曲せしめて前記支承部に前記袋体通
過許容部を形成した際、他の前記立設支承体により前記袋体開口保持部の支承状態を維持
し得るように設けて前記支承部を構成したことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項
に記載の袋体支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば土嚢を製造する際に袋体を開口状態で支持する袋体支持装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、例えば土嚢の製造時に土を詰入する袋体（特に災害などで使用される１トン
の土を詰入し得るような大型の袋体）を開口状態で支持するための袋体支持装置が種々提
案されており、これら袋体支持装置は、袋体の開口部を開口状態に保持する環状の袋体開
口保持部と、この袋体開口保持部を所定高さ位置に支承する支承部とを有する構造である
。
【０００３】
　実際に、これら袋体支持装置を用いて土嚢を製造する場合、袋体開口保持部に袋体の開
口部を開口状態に保持せしめて袋体を吊下げ状態とし、この状態で袋体に土を詰入し、こ
の土の詰入が終了した後、袋体の開口部を閉じて袋体をクレーンなどで吊り上げて取り出
した状態（袋体支持装置とは別の位置へ移動させた状態）とすることで土嚢の製造は完了
することになるが、この土が詰入された袋体を袋体支持装置から引き抜くように吊り上げ
るのが大変なのは勿論、この土を詰入した袋体を吊り上げる際、土の重みと袋体の柔軟性
により袋体の下方部位が膨らみ、この袋体の下方部位が袋体を吊り上げようとする際に袋
体開口保持部に引っ掛かってしまう場合があり、よって、詰入する土の量が制限されてし
まうなど袋体への土の詰入が十分に行なえないという問題点がある。反対に、土が詰入さ
れた袋体をそのままの状態で袋体支持装置を吊り上げて移動させることもできるが、やは
り大型の袋体支持装置を吊り上げるのは大変である。
【０００４】
　そこで、この問題点を解消すべく、例えば実用新案登録第３１１５０７５号に開示され
る袋体支持装置（以下、従来例）が提案されている。
【０００５】
　この従来例は、袋体開口保持部と支持部とから成る本体を、互いに分離自在に連結する
複数の枠体で構成したものである。
【０００６】
　具体的には、上フレームと下フレームと左右のサイドフレームとを有する複数の枠体と
、前記枠体のサイドフレームを互いに回動自在に連結させるための連結ピンとを有し、土
嚢製造時には、複数の枠体を円環状に配置し、隣接する枠体のサイドフレームに連結ピン
を挿入して組立状態とし、袋体をその開口の口縁を袋状に折り曲げて、組立状態とした複
数の枠体の上フレームに取り付け、開口から袋体に用土を詰め込んでいき、用土が詰め込
まれた袋体を取り出す時には、円環状に配置された複数の枠体の隣接するサイドフレーム
の間のうちの少なくとも１つの間の連結ピンを外して複数の枠体を開閉自在状態としたも
のである。
【０００７】
【特許文献１】実用新案登録第３１１５０７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、従来例は、土を詰入した袋体を取り出した状態（従来例の外部に位置する状
態）とする作業の度に、枠体同士の解体作業（開放作業）及び枠体同士の組み立て作業（
閉塞作業）を行わなければならず、非常に厄介で作業性が悪いという問題点がある。この
問題点は複数の土嚢を連続して製造しようとする際に顕著となる。
【０００９】
　本発明は、前述した問題点を解消する、従来にない作用効果を発揮する画期的な袋体支
持装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【００１１】
　袋体１の開口部１ａを開口状態に保持する袋体開口保持部２と、この袋体開口保持部２
を所定高さ位置に支承する支承部３とを有する袋体支持装置であって、前記支承部３は、
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前記袋体開口保持部２で保持する前記袋体１の周囲に立設状態となる複数の立設支承体４
で前記袋体開口保持部２を支承する構成であり、前記立設支承体４のうち少なくとも一つ
を前記袋体開口保持部２に上方へ回動自在に設けるか若しくは少なくとも一つの前記立設
支承体４の一部分を上方へ屈曲自在に設け、前記立設支承体４を上方へ回動若しくは上方
へ屈曲せしめた際、内部に詰入材10を詰入した前記袋体１の通過を許容する袋体通過許容
部５を形成するように前記支承部３を構成したことを特徴とする袋体支持装置に係るもの
である。
【００１２】
　また、前記袋体開口保持部２で保持する前記袋体１の内部に前記詰入材10を詰入した後
、前記袋体開口保持部２を側方へ移動せしめた際、この側方への移動に伴い前記立設支承
体４が内部に前記詰入材10を詰入した前記袋体１を乗り越えて上方へ回動若しくは上方へ
屈曲することで、内部に前記詰入材10を詰入した前記袋体１の通過を許容する袋体通過許
容部５を形成するように前記支承部３を構成したことを特徴とする請求項１記載の袋体支
持装置に係るものである。
【００１３】
　また、前記袋体１の開口周縁部１ａ’を添設せしめて開口部１ａを開口状態に保持する
環状の前記袋体開口保持部２に、複数の前記立設支承体４を前記袋体開口保持部２の周方
向に並列状態で設けて前記支承部３を構成したことを特徴とする請求項１，２のいずれか
１項に記載の袋体支持装置に係るものである。
【００１４】
　また、前記袋体開口保持部２に複数の前記立設支承体４を等間隔に間隙Ｓを介して並列
状態で設けて前記支承部３を構成し、前記立設支承体４同士の間隙Ｓは前記袋体開口保持
部２で保持され内部に詰入材10を詰入した前記袋体１の通過を許容しない間隙Ｓであるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の袋体支持装置に係るものである。
【００１５】
　また、全ての前記立設支承体４を前記袋体開口保持部２に上方へ回動自在に設けるか若
しくは全ての前記立設支承体４の一部分を上方へ屈曲自在に設けたことを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載の袋体支持装置に係るものである。
【００１６】
　また、全ての前記立設支承体４を内方へ折り畳み自在に設け、各立設支承体４を内方へ
折り畳んだ際、少なくとも対向する立設支承体４同士が干渉し合わない位置関係となるよ
うに各立設支承体４を前記袋体開口保持部２に設けたことを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項に記載の袋体支持装置に係るものである。
【００１７】
　また、前記立設支承体４の上方への回動を阻止する回動阻止機構若しくは前記立設支承
体４の上方への屈曲を阻止する屈曲阻止機構を有することを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１項に記載の袋体支持装置に係るものである。
【００１８】
　また、一の前記立設支承体４を上方へ回動若しくは上方へ屈曲せしめて前記支承部３に
前記袋体通過許容部５を形成した際、他の前記立設支承体４により前記袋体開口保持部２
の支承状態を維持し得るように設けて前記支承部３を構成したことを特徴とする請求項１
～７のいずれか１項に記載の袋体支持装置に係るものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は上述のように構成したから、前述した従来例と異なり、詰入材を詰入した袋体
を取り出した状態とする作業が簡易且つ迅速に行なえるなど従来にない作用効果を発揮す
る画期的な袋体支持装置となる。
【００２０】
　また、請求項２記載の発明においては、極めて操作性に秀れるなど従来にない作用効果
を発揮する画期的な袋体支持装置となる。
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【００２１】
　また、請求項３記載の発明においては、極めてシンプルな構造から、操作性が良くて作
業性を向上することができ、しかも、簡易構造故にコスト安にして量産性に秀れるなど従
来にない作用効果を発揮する画期的な袋体支持装置となる。
【００２２】
　また、請求項４記載の発明においては、無駄の無い最小限の部材で構成される為コスト
安にして量産性に秀れ、しかも、立設支承体同士の間隔を最小限に留めることで可及的に
コンパクトにすることができるなど画期的な袋体支持装置となる。
【００２３】
　また、請求項５記載の発明においては、単なる一方向だけでなく、例えば複数方向（側
方）へ移動させることで詰入材を詰入した袋体を取り出した状態が簡易且つ迅速に得られ
るなど従来にない作用効果を発揮する画期的な袋体支持装置となる。
【００２４】
　また、請求項６記載の発明においては、コンパクトな折り畳み状態とすることができ、
例えば収納の際や搬送の際に非常に便利であるなど画期的な袋体支持装置となる。
【００２５】
　また、請求項７，８記載の発明においては、より一層操作性が良くて作業性を向上する
ことができるなど従来にない作用効果を発揮する画期的な袋体支持装置となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて簡単に説明する。
【００２７】
　袋体１に詰入材10を詰入する場合、支承部３により所定高さ位置に支承される袋体開口
保持部２に袋体１の開口部１ａを開口状態に保持せしめて袋体１を吊下げ状態とし、この
状態で袋体１に詰入材10を詰入する。
【００２８】
　本発明に係る支承部３は、袋体開口保持部２で保持する袋体１の周囲に立設状態となる
複数の立設支承体４で前記袋体開口保持部２を支承する構成であり、立設支承体４のうち
少なくとも一つを袋体開口保持部２に上方へ回動自在に設けるか若しくは少なくとも一つ
の立設支承体４の一部分を上方へ屈曲自在に設け、この立設支承体４を上方へ回動若しく
は上方へ屈曲せしめた際、内部に詰入材10を詰入した袋体１の通過を許容する袋体通過許
容部５を形成するように支承部３を構成しており、よって、この構成から、詰入材10の詰
入が終了した後、この詰入材10を詰入した袋体１を取り出した状態とする場合、この詰入
材10を詰入した袋体１を、支承部３に形成される袋体通過許容部５を通過させることで行
なう。
【００２９】
　具体的には、前述した構成から、例えば袋体開口保持部２を側方へ移動させると、この
側方への移動に伴い少なくとも一つの立設支承体４が内部に詰入材10を詰入した袋体１を
乗り越えて上方へ回動若しくは上方へ屈曲し、このことにより支承部３には袋体１の通過
を許容する袋体通過許容部５が形成された状態となり、そのままこの袋体通過許容部５を
詰入材10を詰入した袋体１を通過させることで取り出した状態とすることができる。
【００３０】
　従って、前述した従来例と異なり、詰入材10を詰入した袋体１を吊り上げたり、袋体支
持装置を吊り上げたり、袋体支持装置を解体や組み立てする必要が無く、例えば袋体開口
保持部２を側方へ移動させるだけで簡易且つ確実に詰入材10を詰入した袋体１を取り出し
た状態とすることができる。
【００３１】
　また、本発明は、例えば土砂崩れ現場などで並設される土嚢のように詰入材10を詰入し
た袋体１を並設する場合、この袋体１を並設する方向へ例えば袋体開口保持部２を移動さ
せながら順次袋体１に詰入材10を詰入する作業を行うことで、詰入材10を詰入した袋体１
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が簡易且つ迅速に並設状態に製造することができる。
【００３２】
　また、　前記袋体１の開口周縁部１ａ’を添設せしめて開口部１ａを開口状態に保持す
る環状の前記袋体開口保持部２に、複数の前記立設支承体４を前記袋体開口保持部２の周
方向に並列状態で設けて前記支承部３を構成した場合には、単に袋体１の開口周縁部１ａ
’を環状の袋体開口保持部２に添設せしめるだけで袋体１を開口状態に保持することがで
き、しかも、極めてシンプルな構造から、操作性が良くて作業性を向上することができ、
しかも、簡易構造故にコスト安にして量産性に秀れることになる。
【００３３】
　また、袋体開口保持部２に複数の立設支承体４を等間隔に間隙Ｓを介して並列状態で設
けて支承部３を構成し、この立設支承体４同士の間隙Ｓは袋体開口保持部２で保持され内
部に詰入材10を詰入した前記袋体１の通過を許容しない間隙Ｓである場合には、例えば支
承部３を袋体開口保持部２の周方向に連続する円弧板状の立設支承体４で構成するのでは
なく、等間隔に間隙Ｓを介して並列状態に設けられる複数の立設支承体４で構成されるも
のであるから、無駄の無い必要最小限の部材で構成される為コスト安にして量産性に秀れ
、軽量で操作性が良く、しかも、前述したように立設支承体４のうち少なくとも一つを袋
体開口保持部２に上方へ回動自在に設けるか若しくは少なくとも一つの立設支承体４の一
部分を上方に屈曲自在に設けた構成を採用することで、この間隙Ｓを広く設定する必要は
無く、立設支承体４同士の間隙Ｓを最小限に留めることで可及的にコンパクトにすること
ができる。
【００３４】
　また、全ての立設支承体４を袋体開口保持部２に上方へ回動自在に設けるか若しくは全
ての立設支承体４の一部分を上方へ屈曲自在に設けた場合には、単なる一方向だけでなく
複数の方向、即ち、袋体開口保持部２に各立設支承体４夫々を設けた側と反対方向となる
任意の側方（複数の方向）へ移動させることで、内部に詰入材10を詰入した袋体１を取り
出した状態が簡易且つ迅速に得られる。例えばその現場や状況に応じて最適な方向へ移動
させることができる。
【００３５】
　また、全ての立設支承体４を内方へ折り畳み自在に設け、各立設支承体４を内方へ折り
畳んだ際、少なくとも対向する立設支承体４同士が干渉し合わない位置関係となるように
各立設支承体４を前記袋体開口保持部２に設けた場合には、可及的にコンパクトな折り畳
み状態とすることができ、例えば収納の際や搬送の際に非常に便利となる。
【００３６】
　また、立設支承体４の上方への回動を阻止する回動阻止機構若しくは立設支承体４の上
方への屈曲を阻止する屈曲阻止機構を有する場合には、不意に立設支承体４が回動若しく
は屈曲してしまうのを阻止することができ、より一層操作性が良くて作業性を向上するこ
とができ、しかも、装置自体の転倒を防止することができ安全性にも秀れることになる。
【００３７】
　また、一の立設支承体４を上方へ回動若しくは上方へ屈曲せしめて支承部３に袋体通過
許容部５を形成した際、他の立設支承体４により袋体開口保持部２の支承状態を維持し得
るように設けて支承部３を構成した場合には、例えば詰入材10を詰入した袋体１を取り出
した状態とする作業の際、一の立設支承体４における支承を解除することで危惧される不
安定化の問題が生じることは無く、常に安定した状態で作業が良好に行なえることになり
、より一層操作性が良くて作業性を向上することができ、しかも、装置自体が転倒してし
まうことを防止することができる。
【実施例】
【００３８】
　本発明の具体的な一実施例について図面に基づいて説明する。
【００３９】
　本実施例は、袋体１の開口部１ａを開口状態に保持する袋体開口保持部２と、この袋体
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開口保持部２を所定高さ位置に支承する支承部３とを有する袋体支持装置である。
【００４０】
　尚、本実施例では、袋体１に詰入する詰入材10が土の場合、即ち、土嚢を製造する際に
使用しているが、袋体１に例えば工場で製造された製品を詰入する際に使用したり、或い
は、廃材を詰入したりする際に使用しても良いなど、土嚢の製造に限定されるものではな
くその使用範囲は多岐にわたるものである。
【００４１】
　以下、本実施例に係る構成各部について詳細な説明をする。
【００４２】
　袋体開口保持部２は、図１に図示したように適宜な金属製のパイプ（３８ｍｍ径の丸パ
イプ）を平面視方形となる環状（縦９００ｍｍ×横９００ｍｍの四角形）に形成したもの
である。尚、本実施例に係る構成各部の素材は鉄製であるが、この他にもステンレス、ア
ルミ、塩ビなどでも良いなど、袋体１に詰入材10を詰入した際の荷重に耐え得る強度を具
備しつつ軽量であることが望ましく、袋体支持装置として構成した際には、作業者が一人
で持ち運べる程度の重量に設定される。
【００４３】
　具体的には、図１，２に図示したように４本のＬ字状パイプ２Ａを丸棒状の連結部材７
を介して連結して構成されており、この連結部材７の両端部に各Ｌ字状パイプ２Ａの端部
を被嵌してネジ部材８により止着することでＬ字状パイプ２Ａ同士は連結されている。
【００４４】
　この環状の袋体開口保持部２に袋体１を保持せしめる際には、袋体開口保持部２の内側
に配した袋体１の上部開口縁１ｂを外側へ開口させるとともに下方へ折り返すことで、袋
体１の開口周縁部１ａ’を添設せしめて開口部１ａを開口状態に保持せしめることになる
。
【００４５】
　尚、袋体開口保持部２は平面視方形状に限らず、平面視円形状や四角形でない平面視多
角形（三角形や五角形など）でも良いなど、本実施例の特性を発揮する構成であれば適宜
採用し得るものであるが、この袋体開口保持部２を作業者が握持して該袋体開口保持部２
を側方へ移動させることを考慮すると、少なくとも作業者が握持する部分はストレート部
分があることが望ましい。
【００４６】
　また、各Ｌ字状パイプ２Ａ同士を連結する各連結棒材７の中央部位には後述する支承部
３に係る立設支承体４の上端部が連結される。
【００４７】
　支承部３は、図１に図示したように袋体開口保持部２で保持する袋体１の周囲に立設状
態となる複数の立設支承体４で袋体開口保持部２を支承する構成であり、立設支承体４の
うち少なくとも一つを袋体開口保持部２に上方へ回動自在に設けるか若しくは少なくとも
一つの立設支承体４の一部分を上方へ屈曲自在に設け、立設支承体４を上方へ回動若しく
は上方へ屈曲せしめた際、内部に詰入材10を詰入した袋体１の通過を許容する袋体通過許
容部５を形成するように構成したものである。
【００４８】
　具体的には、前述した環状の袋体開口保持部２に、複数の前記立設支承体４を等間隔に
間隙Ｓを介して袋体開口保持部２の周方向に並列状態で設けて構成したものであり、この
立設支承体４同士の間隙Ｓは袋体開口保持部２で保持され内部に詰入材10を詰入した袋体
１の通過を許容しない間隙Ｓに設定されている。
【００４９】
　立設支承体４は、図１～３に図示したように適宜な金属製のパイプ（長さ約１０００ｍ
ｍ、３８ｍｍ径の丸パイプ）で形成したものであり、前述した袋体開口保持部２における
４つのストレート部夫々の中央部位に垂設される脚体として構成されている。
【００５０】
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　この立設支承体４の上端部にはＴ字状パイプから成る連結部材９が設けられており、こ
の連結部材９は前述したＬ字状パイプ２Ａ同士を連結する連結棒材７に回動自在に被嵌連
結し得ることになる。
【００５１】
　従って、全ての立設支承体４は、この袋体開口保持部２に対する連結部位を支点に約３
６０度回動自在となる。
【００５２】
　前述したように各立設支承体４同士の間隙Ｓは、袋体開口保持部２で保持する袋体１に
詰入材10を詰入する状態（後述する回動阻止機構により回動が阻止された状態）において
は、この内部に詰入材10を詰入した袋体１の通過を許容しない間隙Ｓに設定されているが
、少なくとも一つの立設支承体４を上方（外方）へ回動せしめた際、支承部３には、内部
に詰入材10を詰入した袋体１の通過を許容する袋体通過許容部５が形成されることになる
。
【００５３】
　尚、立設支承体４は、全て上方（外方）へ回動自在に設けずとも一部のみ上方（外方）
へ回動自在に設けても良く、また、立設支承体４の一部分を上方（外方）へ屈曲自在に設
けても良く、この屈曲自在に設ける場合においても立設支承体４の全てを屈曲自在に設け
ても良いし一部のみを屈曲自在に設けても良い。
【００５４】
　また、本実施例では、立設支承体４の上方への回動を阻止する回動阻止機構（若しくは
立設支承体４の上方への屈曲を阻止する屈曲阻止機構）を有する。
【００５５】
　具体的には、図３に図示したように袋体開口保持部２と各立設支承体４との回動連結部
位、即ち、袋体開口保持部２に係る連結棒材７と立設支承体４に係る連結部材９夫々に設
けた孔７ａ，９ａを合致させた合致孔に棒部材11を挿入して回動阻止状態とする構成であ
る。
【００５６】
　また、本実施例では、一つの立設支承体４（一本の立設支承体４）を上方へ回動（若し
くは上方へ屈曲）せしめて支承部３に袋体通過許容部５を形成した際、他の立設支承体４
（残り３本の立設支承体４）により袋体開口保持部２の支承状態を維持し得るように構成
されている。
【００５７】
　また、本実施例では、前述した構成から、全ての立設支承体４は内方へ折り畳み自在で
あり、各立設支承体４を内方へ折り畳んだ際、少なくとも対向する立設支承体４同士が干
渉し合わない位置関係となるように袋体開口保持部２に対する各立設支承体４の連結位置
をずれた位置関係の位置に設定している（図４参照）。
【００５８】
　符号６は立設支承体４の下端部に設けられる接地キャップ６であり、この接地キャップ
６は、接地した地面等に没入しにくく、袋体開口保持部２を側方へ移動させて立設支承体
４が詰入材10を詰入した袋体１を乗り越える際、この立設支承体４の下端部が袋体１に引
っ掛かりにくい形状及び大きさいに設定されている。
【００５９】
　以上の構成からなる本実施例に係る袋体支持装置を用いた土嚢の製造方法について説明
する。
【００６０】
　先ず、任意の箇所に袋体支持装置を配置し、支承部３により所定高さ位置に支承される
袋体開口保持部２に袋体１の開口部１ａを開口状態に保持せしめて袋体１を吊下げ状態と
し、この状態で袋体１に詰入材10を詰入する（図５参照）。
【００６１】
　続いて、袋体１の上部開口部を閉じる。
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　続いて、作業者は袋体開口保持部２を持って側方へ移動させると、この側方への移動に
伴い一つの立設支承体４が内部に詰入材10を詰入した袋体１を乗り越えて上方へ回動し（
図６参照）、このことにより支承部３には袋体１の通過を許容する袋体通過許容部５が形
成された状態となり、そのまま袋体開口保持部２を側方へ移動させ（図７参照）、この袋
体通過許容部５を詰入材10を詰入した袋体１を通過させることで取り出した状態とするこ
とができる（図８参照）。
【００６３】
　また、図９に図示したように、例えば土砂崩れ現場などで並設される土嚢のように詰入
材10を詰入した袋体１を並設する場合、この袋体１を並設する方向へ例えば袋体開口保持
部２を移動させながら順次袋体１に詰入材10を詰入する作業を行うことで、詰入材10を詰
入した袋体１が簡易且つ迅速に並設状態に製造することができる。この場合、詰入材10を
詰入した袋体１を取り出した状態する際には、袋体開口保持部２は袋体１の並設方向と斜
め方向となる側方へ移動させることになる。
【００６４】
　本実施例は上述のように構成したから、前述した従来例と異なり、詰入材10を詰入した
袋体１を吊り上げたり、袋体支持装置を吊り上げたり、袋体支持装置を解体や組み立てす
る必要が無く、例えば袋体開口保持部２を側方へ移動させるだけで簡易且つ確実に詰入材
10を詰入した袋体１を取り出した状態とすることができる。
【００６５】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本実施例を示す斜視図である。
【図２】本実施例に係る要部の分解斜視図である。
【図３】本実施例に係る要部の説明断面図である。
【図４】本実施例の動作説明図である。
【図５】本実施例の使用状態説明図である。
【図６】本実施例の使用状態説明図である。
【図７】本実施例の使用状態説明図である。
【図８】本実施例の使用状態説明図である。
【図９】本実施例の使用状態説明図である。
【符号の説明】
【００６７】
　Ｓ　間隙
　１　袋体
　１ａ　開口部
　１ａ’　開口周縁部
　２　袋体開口保持部
　３　支承部
　４　立設支承体
　５　袋体通過許容部
　10　詰入材
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